
第３７号議案 

 

   東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例     

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２５年２月４日 

 

      提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）の改正に伴

い、公園及び公園施設の設置基準を定め、並びに公園の使用料及

び占用料の額を改定するため提出します。 



   東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区立公園条例（昭和３２年４月台東区条例第２号）

の一部を次のように改正する。  

題名の次に次の目次を付する。  

目次  

 第１章 総則（第１条・第２条）  

 第２章 公園及び公園施設の設置基準（第３条―第３条の４）  

 第３章 公園の管理（第４条・第５条）  

 第４章 区以外の者の公園施設の設置等（第６条―第１０条）  

 第５章 公園の占用（第１１条―第１５条）  

 第６章 雑則（第１６条―第２２条）  

 付則  

第５章を第６章とし、第２章から第４章までを１章ずつ繰り下

げる。  

第２条の次に次の章名を付する。  

  第２章 公園及び公園施設の設置基準  

第３条を次のように改める。  

（区民１人当たりの公園の敷地面積の標準）  

第３条 区の区域内の公園の区民１人当たりの敷地面積の標準は、

５平方メートル以上とする。  

 第２章中第３条の次に次の３条を加える。  

（公園の配置及び規模の基準）  

第３条の２ 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞ

れその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避



難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところ

によりその配置及び規模を定めるものとする。  

(１) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的

とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することが

できるように配置し、その敷地面積は、０．２５ヘクタール

を標準とする。  

(２) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的と

する公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができ

るように配置し、その敷地面積は、２ヘクタールを標準とす

る。  

 (３) 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園

は、その設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮する

ことができるように配置し、その敷地面積を定めるものとす

る。  

（公園施設の設置基準）  

第３条の３ 一の公園に公園施設として設けられる建築物（建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する

建築物をいう。以下同じ。）の建築面積の総計の当該公園の敷

地面積に対する割合は、１００分の２を超えてはならない。た

だし、次条各号に定める特別の場合においては、当該各号に定

める当該公園の敷地面積に対する割合を限度としてこれを超え

ることができる。  

（公園施設の設置基準の特例）  

第３条の４ 前条ただし書の特別の場合は、次に掲げる場合とす

る。  



(１) 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第５条

第２項に規定する休養施設、同条第４項に規定する運動施設、

同条第５項に規定する教養施設又は同条第８項に規定する備

蓄倉庫その他都市公園法施行規則（昭和３１年建設省令第３

０号。以下「省令」という。）で定める災害応急対策に必要

な施設である建築物（次号に掲げる建築物を除く。）を設け

る場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積

の１００分の１０を限度として前条本文の規定により認めら

れる建築面積を超えることができる。  

(２) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイ

からハまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合におい

ては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の１００分の

２０を限度として前条本文の規定により認められる建築面積

を超えることができる。  

 イ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定によ

り国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝

天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、

又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記

念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上

又は学術上価値の高いものとして省令で定める建築物  

 ロ 景観法（平成１６年法律第１１０号）の規定により景観

重要建造物として指定された建築物  

 ハ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（平成２０年法律第４０号）の規定により歴史的風致形成

建造物として指定された建築物  



(３) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開

放性を有する建築物として省令で定めるものを設ける場合

においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の１０

０分の１０を限度として前条本文又は前２号の規定により

認められる建築面積を超えることができる。  

(４) 仮設公園施設（３月を限度として公園施設として臨時に

設けられる建築物をいい、前３号に規定する建築物を除く。）

を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷

地面積の１００分の２を限度として前条本文又は前３号の

規定により認められる建築面積を超えることができる。  

 別表第２を次のように改める。  

別表第２  

   公園の占用料  
種別  単位  占用料  
電柱  本柱、支柱又は支線  １本 １月  １,５２２円 

標識  １本 １月  ９０２円 

水道管  
下水道管  
ガス管  

外径４０センチメー  
トル未満のもの  

１メートル １月  １３５円 

外径４０センチメー  
トル以上１メートル  
未満のもの  

１メートル １月  ３３８円 

外径１メートル以上  
のもの  

１メートル １月  ６７６円 

電線  電線  １メートル １月  １１２円 

地下  
電線  

外径４０セン  
チメートル未  
満のもの  

１メートル １月  １３５円 

外径４０セン  
チメートル以  
上１メートル  
未満のもの  

１メートル １月  ３３８円 

外径１メート  
ル以上のもの  

１メートル １月  ６７６円 

鉄塔  １平方メートル １月  １,１２８円 

変圧塔・マンホールの類  １箇所 １月  １,１２８円 

郵便差出箱  １箇所 １月  ４５１円 

公衆電話所  １箇所 １月  １,１２８円 



地下の占  
用物件  

地上露出部分  １平方メートル １月  ６０１円 

地下部分  １平方メートル １月  ３３８円 

高架の占用物件  １平方メートル １月  ４６２円 

天体、気象又は土地の観測施設  １平方メートル １月  ６８６円 

写真撮影  常時占用  撮影機１台 １月  ８,８８０円 

臨時的な占用  １時間  １,５７２円 

ロケーション  １時間  １３,８７５円 

競技会・集会  １平方メートル １日  ３７円 

その他の占用  １平方メートル １日  ３７円 

別表第３中「１ ,０４５円」を「１ ,１２８円」に改める。  

   付 則  

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

２ この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台

東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又

は占用料については、なお従前の例による。  

 


